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新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について 

アイビーエージェント株式会社 

新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大が続く状況を踏まえて､感染拡大等を防止するため 

スタッフの皆様の対応について以下の通りお願いいたします。 

 

１．発熱などの風邪症状がある場合の､派遣先出勤､自宅待機等については､基本は派遣先における

ルールに従っていただきます。派遣先に連絡し指示を仰いでください。また当社営業担当者

にも必ず連絡をお願いいたします。 

２．派遣先のルールにない事項については､下記にある当社の方針に従っていただきます。 

●本人について 

①新型コロナウイルスに罹患した場合は､出勤停止とします。 

②37.5 度以上の発熱もしくは呼吸器症状など風邪の症状がみられる場合は、自宅療養を 

して下さい。 

③新型コロナウイルスの感染者もしくは濃厚接触者となった場合の職場復帰は保健所・ 

医療機関の指示に従って下さい。 

④次の症状がある場合は､｢帰国者・接触者相談センター｣に相談して下さい。(厚労省指針) 

・風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場合 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

※高齢者や基礎疾患等のある方は､上の状態が 2 日程度続く場合 

●同居の家族について 

①同居家族が新型コロナウイルスに罹患した場合は､家族は濃厚接触者となるため出勤 

停止とし、以降は保健所・医療機関の指示に従って下さい。 

②同居家族に 37.5 度以上の発熱が確認された場合､本人に症状がなくても､感染防止の 

ためマスクの着用や咳エチケットや手洗いを徹底して下さい。 

③同居家族が濃厚接触者となった場合など濃厚接触者と接触していた場合は、原則出勤 

停止とし、以降は保健所・医療機関の指示に従って下さい。 

●その他 

今回の非常事態にスタッフの皆様も不安な気持ちでいることと思います。今後いろいろ 

な事態が予想されますが、その都度連絡を取り合い、対応し、この事態を一緒に乗り切り 

たいと思います。欠勤中の給与の支払いについては、状況により対応が変わる為、その 

都度判断いたします。どうぞご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 


